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長崎県知事 殿

提出者

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

(日本産業規格　Ａ列4番）

福岡県福岡市中央区渡辺通4-10-10

令和7年4月1日～令和8年3月31日

06　総合建設業

元請完成工事高：34,124百万円

197人

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

別添１ 処理工程図のとおり

（第1面）

①事　業　の　種　類

②事　業　の　規　模

③従　 業　 員 　数
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事 業 場 の 所 在 地

計 画 期 間

産業廃棄物処理計画書

令和7年5月29日

福岡県福岡市中央区渡辺通4-10-10

株式会社熊谷組　九州支店

支店長　山下　正治

092-721-0158

株式会社熊谷組　九州支店

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

住 所

氏 名

電話番号



産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の分別に関する事項

・安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を分別する。
・コンクリート破片、アスファルト･コンクリート破片、木くず、金属
くず、紙くず（段ボール）、廃プラスチック類については、分別を徹底
する。
・現場作業員の生活系廃棄物（生ゴミ、新聞などの一般廃棄物）は、直
接工事から排出される廃棄物と分別する。

･今後も現状の取組みを維持して行く。

（第2面）

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

別添２ 管理体制図のとおり

①現状

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり －

排    出    量

・ＩＳＯ１４００１に係る取り組みの中で廃棄物の適正処理に関する教
育を行っている。
・作業所業務においては協力業者を対象として新規入場時教育等により
産業廃棄物の排出抑制ならびに分別の教育指導を行っている。
・余剰資材の発生しない資材搬入管理を行う。
・効率的な歩留まりを考慮した資材の発注を行う。

　･今後も現状の取組みを維持して行く。

－

排    出    量



自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組）

－

－

特になし。

－

－

－

－

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

－

特になし。

－

－

－

－

－

（第3面）

②計画

①現状

産業廃棄物の種類

－

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

－

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

－

－

特になし。

①現状

②計画

産業廃棄物の種類

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

特になし。



自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和6年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

特になし。

・ 分別を徹底し混合廃棄物の発生を抑制する。
・アスファルト･コンクリートについては、再資源化施設を有する産業
廃棄物処理業者に処理を委託する。
・ コンクリートについては、自社にて再利用を促進するとともに、再
利用できない場合は、再資源化施設を有する産業廃棄物処理業者に処理
を委託する。
・ 木くずについては、分別を徹底し、再資源化施設を有する産業廃棄
物処理業者に処理を委託し、チップ化、堆肥化、固形燃料化などを行う

－

－

特になし。

－

－

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処  理  委  託  量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

全 処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

（第4面）

①現状

産業廃棄物の種類 －

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

産業廃棄物の種類 －

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産 業 廃 棄 物 の 量

①現状



【目標】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

※事務処理欄

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処  理  委  託  量

②計画

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

･今後も現状の取組みを維持して行く。

（第5面）

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量



(第6面）

備考

1    前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 　 当該年度の６月30日までに提出すること。

3 　 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には､製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）､建設業の場合における元請完成

　工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

　模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

　の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

4  　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5  　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6  　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7  　※欄は記入しないこと。



【別添１】処理工程図

発生排出状況

工種別の廃棄物

《準備・仮設工事》
(1) 伐開除根工事

伐採材／除根材 ①

(2) 既設構造物撤去工事
アスコン塊（舗装） ②
コンクリート塊（擁壁等） ③
ブロック等（２次製品） ④

(3) 仮設工事
番線、単管パイプ ⑧
カラースプレーの空缶 ⑧
電線 ⑧
段ボール ⑨
ブルーシート／土のう袋 ⑩
発泡スチロール（梱包用） ⑩

《掘削・基礎工事》
丁張材、矢板 ①
ＰＣ杭頭／現場打杭頭はつりくず ④
セメント系固化材のトン袋 ④
廃棄泥水／泥水混り掘削土など ⑪
（アースドリル／ＳＭＷ／リバース）

《躯体工事》
さん木／ばた角 ①
型枠用合板 ①
ＡＬＣ版の端材 ④⑤
番線くず、鉄筋端材 ⑧
紙ボイド ⑨
プラ面木／プラ目地棒 ⑩

《建築工事》
(1) 仕上工事

木工事の木くず ①
コンクリートなどのはつりくず ④
タイル／陶器／ガラスの端材 ④
ロックウール吸音板 ④⑥
石膏ボードの端材 ⑦
塗料空缶 ⑧
サッシ端材 ⑧
軽鉄（軽量鉄骨下地） ⑧
壁紙／クロス ⑩
吹付工事の養生ビニール ⑩
コーキング空きチューブ ⑩

(2) 設備・外構・屋根工事事
Ｕ字溝、ブロック等の端材 ④
養生材（ｶﾞﾗｽ繊維） ④
ダクト端材 ⑧
配管塩ビ端材 ⑩
防水シート ⑩

《土木工事》
セグメントシール材 ⑩
廃棄泥水／泥水混り掘削土など ⑪
（泥水シールド工法など）
脱水ケーキ（濁水処理プラント） ⑪

《一般廃棄物》
ジュース缶（スチール／アルミ） ⑧
新聞紙／コピー用紙 ⑨
コンビニ弁当箱／ペットボトル ⑩
ゴム手袋 ⑩

④ ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず

② アスコン塊

③ コンクリート塊

⑤ ＡＬＣ板

⑦ 石膏ボード

⑧ 金属くず

⑪ 建設汚泥

再生アスコン

再生砕石

石膏ボード

アルミ地金

銅地金

盛土材（知事指定工事現場）

再資源化施設

① 木くず

製紙メーカー

中間処理施設

メーカー引取り（大臣指定）

埋立処分

⑥ ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

再生ずり

ＡＬＣ板

ﾛｯｸｳｰﾙ吸音

（広域再生利用指定制度）

中間処理施設

埋立処分

セメントメーカー

中間処理施設

埋立処分

古物商
（専ら物の回収）

スクラップ工場
精錬工場

再生紙

動物の寝わら

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

固形燃料･燃料チップ

セメント

⑨ 紙くず
ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ

中間処理施設

焼却処分

製紙メーカー

⑩ 廃プラ類
中間処理施設

塩ビ管

ペットボトル

発泡ｽﾁﾛｰﾙ

衣類（当社作業着）、容器、文具

再生塩ビ管／暗渠排水管

再生発泡ｽﾁﾛｰﾙ／軽量骨材、排水材

パレット／プラ杭／カラーコーンの重し

再生樹脂工場

セメント

レキ、砂

セメントメーカー

中間処理施設
流動化処理土

（売却）

（売却）

盛土材（大臣指定高規格堤防）

メーカー引取り（大臣指定）

メーカー引取り（大臣指定）

（再生利用個別指定制度）

（再生利用認定制度）

園芸用骨材

埋立処分

中間処理施設

平炉鋼材

再生紙

粘土

レキ、砂

（売却）

メーカー

（広域再生利用指定制度）

（広域再生利用指定制度）

再資源化施設

中間処理施設

再資源化施設

中間処理施設

古物商
（専ら物の回収）

焼却処分

焼却処分



【別添２】管理体制図

作業所建設副産物管理担当者
（作業所長が指名する担当者）

支店建設副産物管理担当者
（土木部長、建築部長が指名する担当

者）

本社
土木事業本部
建築事業本部

本社
品質環境

マネジメント室

作業所建設副産物管理責任者
（作業所長）

支店

土木部、建築部

（連絡／協議）

（連絡／協議）

支店 環境法規制管理者

支店建設副産物管理責任者
（土木部長、建築部長）

支店長

支店

品質環境マネジメント室



産業廃棄物処理計画書 別紙集計表

現状：前年度（令和6年度）実績量

計画：今年度（令和7年度）計画量（目標） 単位：トン

現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画 現状 計画

汚泥 640.75 576.68 － － － － － － － － 640.75 576.68 640.75 576.68 640.75 576.68 0.00 0.00 0.00 0.00

廃油 0.51 0.46 － － － － － － － － 0.51 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

廃プラスチック類 170.28 153.25 － － － － － － － － 170.28 153.25 122.85 110.57 170.28 153.25 0.00 0.00 0.00 0.00

紙くず 17.61 15.85 － － － － － － － － 17.61 15.85 15.21 13.69 17.61 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00

木くず 589.05 530.15 － － － － － － － － 589.05 530.15 482.35 434.12 589.05 530.15 0.00 0.00 0.00 0.00

金属くず 6.10 5.49 － － － － － － － － 6.10 5.49 6.10 5.49 6.10 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00

コンクリート片 2,135.22 1,921.70 － － － － － － － － 2,135.22 1,921.70 1,944.30 1,749.87 2,135.22 1,921.70 0.00 0.00 0.00 0.00

アス・コン片 1,045.22 940.70 － － － － － － － － 1,045.22 940.70 1,045.22 940.70 1,045.22 940.70 0.00 0.00 0.00 0.00

その他がれき類 62.01 55.81 － － － － － － － － 62.01 55.81 62.01 55.81 62.01 55.81 0.00 0.00 0.00 0.00

建設混合廃棄物（安定型） 8.84 7.96 － － － － － － － － 8.84 7.96 0.00 0.00 8.84 7.96 0.00 0.00 0.00 0.00

建設混合廃棄物（管理型） 0.39 0.35 － － － － － － － － 0.39 0.35 0.00 0.00 0.39 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00

合計 4,675.98 4,208.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,675.98 4,208.40 4,318.79 3,886.93 4,675.47 4,207.94 0.00 0.00 0.00 0.00

産業廃棄物の種類

排出抑制 自ら行う中間処理 処理の委託

自ら再生利用を
行った(行う)量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行った(行う)量排 出 量

自ら熱回収を
行った(行う)量

自ら中間処理により

減量した(する)量 全 処 理 委 託 量
優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
再生利用業者への

処 理 委 託 量
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量





































様式第二号の八 (第八条の四の五関係)

(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和 7年 6月 30日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

電話番号

提出者

住 所

氏 名
福岡市博多区博多駅東2-7-27

五洋建設株式会社 九州支店
執行役員支店長 矢ケ部 恭弘
092-475-5485

五洋建設株式会社 九州支店事 業 場 の 名 称

福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目7番27号事 業 場 の 所 在 地

令和 7年 4月 1日 ～令和 8年 3月 31日計 画 期 間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

工事現場 収集運搬 再生資源中間処理

埋立処分

164,654百万円/年

(2025年3月 31日現在 )③ 従 業 員

① 事 業 の 種 類 建設業・総合工事業

② 事 業 の 規 模 支店完工高

数 452人

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

-7猛 -1
(日



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙 2による

排  出  量 t t

① 現状 (これまでに実施した取組)
・設計及び施工計画段階で廃棄物の発生抑制を考慮した工法、資材等

を採用している。

【目標】

産業廃棄物の種類 房町紙 2による

排  出  量 t t

②計画 (今後実施する予定の取組)
・設計及び施工計画段階で廃棄物の発生抑制を考慮した工法、資材等

を採用していく。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

・廃棄物の分別を徹底している。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画
。今後とも積柩的に廃棄物の分別に取り組んでいく。



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
t t

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

②計画

(今後実施する予定の取組)



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

t t

① 現状

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 丹可紙 2による

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熟回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

・可能な限り再生利用を行う処理業者に委託している。



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙 2による

全 処 理 委 託 量 t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

。今後とも可能な限り再生利用を行う処理業者に委託する。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

O)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(勧 ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条のH第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれのオ「鋼に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



管理体制 (第 2面 ) 別紙 1
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①建設廃棄物処理計画の作成
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③処理実績報告書の提出

①建設廃棄
の事前検討

処分業者 協力業者収集・運搬業者



産業廃棄物処理計画書 (第 2面～第 5面)別紙 2 t
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様式第二号の八 (第八条の四の五関係)

(第 1面 )

提出者

住 所 長崎県長崎市興善町 2番 8号

氏 名 株式会社 西海建設

代表取締役 寺澤孝憲

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 095-825-1413

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和7年 6月 11日

長崎県知事 殿

株式会社 西海建設事 業 場 の 名 称

長崎県長崎市興善町 2番 8号事 業 場 の 所 在 地

令和7年4月 1日 ～令和8年 3月 31日計 画 期 間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

令和 6年度元請完成工事高 1, 419, 283万 円

②発注者及び処理業者と事前に十分な打合せを行う
③建設廃棄物の発生量を予測する

8鍵垂事ぢも君梃ζ検講態F喬紫宮蕃行岳翌魁蓬庭ょる減量化を図る
3蜃増薯楊Eご嘉危沐空]宮ζ伝,こ葛眠弩香|こ篭皇退暉評警争検翼ぞ璽岳。処分の方法を選定する
S継軽芝禁箋写遂場署紀恐下峯纂騨奮透錘異撃石挙評萬寒などを確
認する

総合建設業

224名

業 の 種 類

②事 業 の 規 模

③従 業 員 数

を て る

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

，

「
ヾ
一

(日本産業規格 A列 4番 )



(第2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

排  出  量 t

①現状 (これまで に実施した取組)

1)排出抑制    ,
設計及び施工計画段階で、施主及び発注者元請業者と十分に検討を行
い、協議・承認を交わし計画を策定する。
2)減量化対策
役割分担の明確化と意識の高揚、地元 `地域施設への還元

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

排  出  量 t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

1)排出抑制
設計及び施三計画段階で、施主及び発注者元請業者と十分に検討を行
い、協議・承認を交わし計画を策定する。
2)減量化対策
役割分担の明確化と意識の高揚、地元 !地域施設への還元

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

と。再生利用などによる減量化を含めた分別に努める
。再生可能品目の分別
。一般廃棄物の分別
。中間処理に適合した分類
・安定型廃棄物とそれ以外の分類

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

1。 再生利用などによる減量化を含めた分別に努める
。再生可能品目の分別
。一般廃棄物の分別
。中間処理に適合した分類
・安定型廃棄物とそれ球外の分類

②計画



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を つた
t t

産 業 廃 棄 物 の 量

①現状 (これまでに実施した取組)

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

ら再 用を行う
t t

産 業 廃 棄 物 の 量

②計画 (今後実施する予定の取組 )

・特になし

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

自ら中間処理により減量した

産 業 廃 棄 物 の 量
t t

①現状
(これまでに実施した取組)

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

ら熱回収を行う
t 一 t

産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
t 一 t

(今後実施する予定の取組 )

・特になし

計画



(第 4面 )

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

【目標】

(これまでに実施した取組)
。特になし     |

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業_廃 棄 物 の 量

t t

②計画

①現状

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

(今後実施する予定の取組 )

・特になし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再 業者への
t t

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

状
認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量
t t

(これまでに実施した取組)

産業廃棄物の処理許可証、運搬車両の登録などの確認を行い、委託を

行った。



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙集計表のとおり

全 処 理 委 託 量 t t

t t

t t

t t

t t

行を託委Ｉ
Ｖ行を認確のどな録登の両車搬

＞

運

組
　
ヽ

取

証

の

可

定

許

予

理

る

処

す

の

施

物

実

棄

後

廃

今

業

。

く

産
う

※事務処理欄



(第6面 )

備考

と

2

3

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

当該年度の6月 30日 までに提出すること。

「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 ヽ

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行うた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第6条め11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者べの焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

そオ化ぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すがき事項がないときは、

「一」を記入すること。

※欄は記入しないこと。

4

5

6

7



産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 管 理 体 制

処理業者作業所 下請業者本社

作業所方針・日標基本方針の策定

指 導 施工計画書作成

・再生利用計画

H処理計画

O

委託基本契約業者選定

委託契約委託契約

マニフェスト保管

処理状況報告指 導

記録の保存

マニフェスト交付

記録・整理

処理実績集計 処理実績報告処理実績の把握

O

OO

委託基本契約



産業廃棄物処理計画書別紙集計表

現状:前年度(令和6年度)実績量

計画:今年度(令和7年度)計画量 目 単位ホン

処理の委託

全 処 理 委 託 量

計画

000

000

000

0,00

000

000

000

0.00

0.00

0,00

0_00

000

000

000

000

000

現状

0,00

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

計画

000

000

000

000

000

000

000

000

000

0.00

000

000

000

000

000

000

現状

0_00

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

計画

703

0.95

8973

6_35

12224

80.33

45540

15669

12.341.18

1,72560

5057

075

14733

0,00

6_30

15,19043

現状

781

106

9970

705

135.32

8925

50600

17410

13,712_42

1,91733

56_19

083

16370

0.00

700

16.87826

計画

000

0_00

47_83

608

8391

22.28

000

8595

2824

014

4791

000

14150

000

000

46382

現状

000

0_00

5314

6.75

9323

24_75

000

9550

3138

015

5323

000

15722

0_00

000

51535

計画

703

995

8996

6135

122.24

8033

52317

156.69

12,80018

2.11368

35213

376

15.03

347

630

16.28125

現状

781

106

9995

705

13532

8925

58130

17410

14,22242

2,34853

39126

418

1670

385

7_00

18,090_28

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を
行つた(行う)量

計 画

000

現状

000

自ら行う中間処理

白ら中い,処理により
減量したくする)量

計画

000

現状

000

自ら熱回収を
行つた(行う)量

計画

0_00

現状

000

自ら再生利用を
行つた(行う)量

計画

000

現状

000

りF出抑制

排 出 量

計画

703

095

89_96

635

12224

8033

52317

15669

12,80018

2,113.6β

35213

376

14733

347

630

16,41355

現状

731

106

9995

705

135.82

8925

58130

17410

14,22242

2,34853

39126

418

16370

385

700

13,23728

産業廃棄物の種類

汚泥

廃油

廃プラスチック類

紙くず

木くず

金属くず

ガラス陶磁器等くず

廃石膏ボード

コンクリート片

アス・コン片

その他がれき類

建設混合廃葉物 (安定型)

建設混合廃棄物 (管理型)

石綿含有産業廃棄物

水銀使用製品

合計



様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和7年6月25日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者                  

住 所 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2

氏 名 佐々町下水道事業

佐々町長 濵野 亙

電話番号 0956-62-2101（代表）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 佐々浄化管理センター

事 業 場 の 所 在 地 長崎県北松浦郡佐々町小浦免41番地3

計 画 期 間 令和7年4月1日～令和8年3月31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事 業 の 種 類 下水道施設維持管理業（日本標準産業分類番号 3631）

②事 業 の 規 模 年間処理水量 1,867,233㎥（R6年度実績）

③従 業 員 数 9名（施設維持管理業務を民間委託）

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

下水道汚泥（※処理工程詳細は別紙のとおり）

当該施設で汚泥脱水（脱水ケーキ）→運搬処理業者（民間）へ委託

(日本産業規格 Ａ列４番)



(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

佐々町長 ─ 水道課 ─ 施設維持管理業者（民間委託）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

① 現状

【前年度（令和6年度）実績】      

産業廃棄物の種類 下水道汚泥（脱水ｹｰｷ）

排 出 量 1773.7ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

遠心脱水機のメンテナンス

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 下水道汚泥（脱水ｹｰｷ）

排 出 量 1,800ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組

凝集剤の再検討

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

① 現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

① 現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】  

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

① 現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

① 現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類 下水道汚泥（脱水ｹｰｷ）

全 処 理 委 託 量 1773.7ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1773.7ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

当該センター内で汚泥濃縮及び脱水し、脱水ケーキを作り、

運搬処理業者（民間業者）へ委託している。

なお、委託業者により焼却処分後、焼却灰を土壌改良剤及び溶融

スラグとして再利用している。



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 下水道汚泥（脱水ｹｰｷ）

全 処 理 委 託 量 1,800ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1,800ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

当該センター内で汚泥濃縮及び脱水し、脱水ケーキを作り、

運搬処理業者（民間業者）へ委託を行う。

なお、委託業者により焼却処分後、焼却灰を土壌改良剤及び溶融

スラグとして再利用する。

※事務処理欄



（第６面）

備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

７ ※欄は記入しないこと。



様式第二号の人 (第人条の四の五関係 )

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

令和 7 年 6 月 2 日

長崎県知事 殿

提出者

住 所 福岡市博多区東光寺町1丁 目13番5号

氏 名 三車
'し

建設株式会社福岡支店

支店長 大谷 誠一

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号 092-451-6746

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

三軌建設株式会社福岡支店管内 長崎工事所 (軌道)他 3件事 業 場 の 名 称

長崎県諫早市栄田町13-26事 業 場 の 所 在 地

令和 8年 3月 31日令和 7年 4月  1日計 画 期 間

総合工事業① 事 業 の 種 類

令和6年度工事実績  180.6億 円(長崎工事所含む福岡支店)② 事 業 の 規 模

126名 (長崎工事所含む福岡支店 )③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の一連
の 処 理 の 工 程

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

●廃プラスチック類 ;中間処理・再生処理業者に委託し、再生プラスチック
として再資源化、一部埋立処分

●紙くず、木くず ;再生処理業者に委託して燃料として再資源化
ガラスくず ,中間処理・再生処理業者に委託し、再生ガラスとして再資源化
●ヨンクリートくず、がれき類 ,中間処理・再生処理業者に委託し、再生砕石

として再資源化
●混合廃棄物 ;中間処理・再生処理業者に委託して、分別後再生資源化及び埋

処分
●アスファル ト,中間処理・再生処理業者に委託し、再生骨材・アス

として再資源化

ユ

"-5

(日 本産業規格 A列



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り

排  出  量 _〃 _ t

(こ れまでに実施 した取組 )
①現状

・廃プラスチック類 ;、 再生プラスチックとして再資源化、一部埋立処分
・紙くず、木くず ,再生処理業者に委託して燃料として再資源化
・ガラスくず ,中間処理 。再生ガラスとして再資源化
・コンクリー トくず、がれき類 ;再生砕石として再資源化
・混合廃棄物 ,中間処理 。再生処理施設へ搬出

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り

排  出  量 _ ′′__中_ t

②計画
(今後実施する予定の取組 )

。現場員、資材業者、現場作業員一丸となった排出制御の励行
。オ困包資材の減量のため極力二次製品を使用した施工の提木安

産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

①現状
・建設混合廃棄物の分別を重機により行なっていた。

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

②計画
・建設混合廃棄物の分別を、人力併用で行い減量化に務める。



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 丹町対くのとおり

自ら再生利用を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量

_ ′′ _ t

①現状
(これまでに実施 した取組 )

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

自ら再生利用を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

ぃ中__ ′′____ t

②計画
(今後実施する予定の取組 )

・特になし予定

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

自ら熱回収を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量

_ ′′ _ t

①現状
自ら中間処理により減量した
産 業 廃 棄 物 の 量

_ ′′ _ t

(これまでに実施 した取組 )

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

自ら熱回収を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

_ ′′ _ t

自ら中間処理により減量する
産 業 廃 棄 物 の 量 t

(今後実施する予定の取組 )

②計画

・特に予定なし

_ ′′ ____



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量

_ ′′ _ t

①現状
(これまでに実施 した取組 )

・特になし

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

_″ _ t

②計画
(今後実施する予定の政組 )

。特になし予定

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り

全 処 理 委 託 量 _ ′′ _ t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
_ ′′ _ t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
_ ′′………… t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
_ ′′ _ t

①現状

認定熱回収業者以外の

熱回収を行 う業者への

処 理 委 託 量
____ ′′ _ t

(こ れまでに実施 した取組 )

・がれき類は再資源化施設へ搬出



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 男il紙の とお り

全 処 理 委 託 量 _ ′′ _ t

_ ′′ _ t

_ ′′ _ t

_ ′′ _ t

_ ′′ _ t

(今後実施する予定の取組 )

・特になし予定

※事務処理欄



(第 6面 )

考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の 6月 30日 までに提出すること。

3「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成
工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規
模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまでの
一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに
間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、
処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入する

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収
施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ
る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者
への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入
すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき

は、「一」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。

中

間

ら

中

ｏ

自

ら

と

ヽ
占口ロ
ン
」



様式第二号の人 (第人条の四の五関係別紙)

(第 2面 )

t

t

t

t

t

t

t

t

0000 t

0000 1

管理型混合靡莱物

3ら60 +

管理型l昆合廃茶物

3000 +

安定型混合廃莱4ク

0000 上

安定型混合 L柘莱″

0000 +

建設l見合廃乗物

6800 士

建設混合廃乗物

5000 +

がれき類

1940800 +

がれき類

1900000 1

ガラスくず等

0000 +

ガラスくず等

0000 士

金属くず

0000 t

金属くず

0000 +

0000 t

ゴムくず

0000 t

ゴムくず本くず

126695 t

木くず

120000 t

紙くず

6000 t

紙くず

5000 t

2625 t

廃プラステック理

2000 t

廃ブラスチック網汚泥

0000 t

汚泥

0000 t

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃乗物の種類

排  出  量

【目標】

産業廃棄物の種類

排  出  量

①現状

②計画

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

①現状 産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラステック 紙 くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスく がれき類 建設混合廃栗物

を行つた

産 業 廃 棄 物 の 量 t 0000 t 0000 t 0000 t t t t t t 七

【目標】

②計画 産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチッ 紙くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスく がれき類

ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量 0000 t 0000 t

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチッ 紙くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスくず等 がれき類 建設混合廃乗物

①現状
産 業 廃 葉 物 の 量 t t 0000 t 0000 t 0000 t 0000 t 0000 t 0000 t t t t t t

自ら中間処理により減量 した

産 業 廃 棄 物 の 量 0000 t 0000 t

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

ら

産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中問処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

0000

紙くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスくず等 がれき類 建設混合廃乗物



様式第二号の人 (第人条の四の工関係別紙)

(第 4・ 5面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラステック 紙くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスくず等 がれき類 建設混合廃乗物

①現状
自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた
産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラステンク 紙くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスく がれき類 建設 l兄合廃乗物

②計画
自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量 0000 t 0000 t 0000

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和 6年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラステッ 紙くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスく がれき類 建設混合廃乗物 管理型混台廃莱″′]

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

①現状 再生利用業者への
処 理 委 託 量 t 0000 t 56740 t 0000 t 0000 t 0000 t 1940800 t 0000 t 0000 t 0000 t 0000 t t t t

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熟回収業者以外の
熟回収を行う業者への
処 理 委 託 量

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥 廃プラスチック 紙くず 木くず ゴムくず 金属くず ガラスくず等 がれき類 建設混合廃乗物 安定型混合廃莱物

全 処 理 委 託 量
t 5000 t 120000 t 0000 t 0000 t 0000 t 1900000 t 5000 t 0000 t 3000 t 0000 t t t t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
1

②計画 再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量 0000 t 0000 t 0000 t 0000 t



別紙

管理体制 (廃棄物処理に関する管理組織等 )

建設副産物管理組織図

本
　
社

支

　

店

事
業
場

。
作
業
所

一
処
理
業
者

社 長

事業本部

土木・軌道部長 安全保安部長 建築部長

建築部土木・軌道部 安全保安部

支 店 長

(建設副産物処理統括責任者)(建設副産物処理統括責任者 )

安全保安課 建築課土木・軌道課

(建設副産物処理責任者 )(建設副産物処理責任者 )

①建設副産物の道正処理の推移に関する

業務の統括及び指導

②指定負荷産物及び再生資源の利用促進に

関するぎょうむの統括責任者

①法令改正、指導内容等の周知

②教育・指導(マニュアル等の作成

③本社管理組織間の調査・整備

④全支店の建廃の処理実績の集計

①建設副産物の道正処理の推イ多に関する

業務の統括及び指導

②指定負荷産物及び再生資源の利用促進に

関するぎょうむの統括責任者

①「建築副産物処理計画書」の事前検討

②監督官庁との連絡調整

③処理業者の調査と選定の指導

④処理状況の′点検、指導

⑤処理実績の集計

⑥関係書類の保存

⑦現場間における再資源の有効利用の

連絡調整

①法令胚性、指導内容の周知

②処理状況の′点検と教育・指導

③支店管理組織間の調整

④「建築副産物処理計画書」の検討

⑤支店全体の建廃の処理実績の集計

並びに本社報告他

①「建築副産物処理計画書Jの事前検討

②監督官庁との連絡調整

③処理業者の調査と選定の指導

④処理状況の点検、指導

⑤処理実績の集計

⑥関係書類の保存

⑦現場間における再資源の有効利用の

連絡調整

①「建築副産物処理計画書」の作成

②発注者及び監督官庁への対応

③発生量の抑制、再資源利用等減量化の計画的な推進

④委託契約の締結
⑤処理状況の確認(マニフェストの発行、照合、確認及び現地確認等)

⑥産業廃棄物管理票交付等状況報告書提出

⑦処理実績報告書の提出

③処理業者、協力業者の監督指導
⑨建廃の現場内での適正保管

⑩自己(自社)処理建廃の適正な管理と処理

⑪工事終了後の関係書類を担当部へ提出

⑫指定副産物及び再資源の量促進

協力業者

用については、図 の 読み替える。



様式第二号の八(第八条の四の五関係)

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和7年 6月 17日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者                  

住 所  福岡市東区千早2丁目2番43号

氏 名    株式会社 三和興業  

                               代表取締役 大山 哲寿

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号    092-671-1855     

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 株式会社 三和興業

事 業 場 の 所 在 地 長崎県内事業場

計 画 期 間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 建設業・職別工事業（0796）

② 事 業 の 規 模 前年度元請工事完成高 356百万円

③従 業 員 数
103名

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

(日本産業規格 Ａ列４番)



(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

① 現状

【前年度（令和６年度）実績】      

産業廃棄物の種類 がれき類

排 出 量 1544ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

解体現場における作業工程を見直し、廃棄物の排出量削減を図った

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類

排 出 量 1235ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

引き続き、解体対象の構造に合わせた効率的な作業工程の見直しを図

る

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

分別解体・分別収集の徹底

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

引き続き、分別解体・分別収集を徹底



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

① 現状

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類 がれき類

自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量
0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

実施なし

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

予定なし

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

① 現状

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類 がれき類

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量
0ｔ ｔ

自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

実施なし

②計画

【目標】  

産業廃棄物の種類 がれき類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
0ｔ ｔ

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

予定なし



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

① 現状

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類 がれき類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

実施なし

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

予定なし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

① 現状

【前年度（令和６年度）実績】

産業廃棄物の種類 がれき類

全 処 理 委 託 量 1544ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
0ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1544ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
0ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

0ｔ ｔ

（これまでに実施した取組）

解体現場の所在地に応じ、自社および委託再生施設で処理している



（第５面）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 がれき類

全 処 理 委 託 量 1235ｔ ｔ

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
0ｔ ｔ

再生利用業者への

処 理 委 託 量
1235ｔ ｔ

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
0ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

0ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

引き続き解体現場の所在地に応じ、自社および委託再生施設で処理す

る

※事務処理欄



（第６面）

備考

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

７ ※欄は記入しないこと。



様式第二号の人 (第八条の四の五関係 )
(第 1面 )

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

長崎県知事 大石賢吾 殿

令和 7年  6月 ,ど 日

提出者
住 所
長崎県佐世保市白木町3番 18号

氏 名 (法人にあっては名称及び代表者の氏嘉 )
株式会社 上 滝 佐世保支店
常務取締役支店長 山崎 洋樹

電話番号
0956-23-3311

事 業 場 の 名 称 株式会社 上滝 佐世保支店

事 業 場 の 所 在 地 長崎県佐世保市白木町3番18号

計 画 期 間 令和7年4月 1日 ～令和8年3月 31日 まで

① 事 業 の 種 類 06:総合工事業

② 事 業 の 規 模 前年度の元請完成工事高 ¥498,300,000-

③ 従 業 員 数 32人

工事受注・施エ

軟 ス

搬出までの 建設混合 選

排出委託契約の締結

再生

+】

“

出 中
業廃棄物収集運搬

産
業
廃
棄
物

処 分

マニフェストの保管

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

④ 産業廃棄物の一連
の処理の工程

-7 24

(日 本工業規格



(第2面)丹可紙 有

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】 別紙有

産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら

排  出  量 754.40  t 106.16  t

①現状 ・コンクリートがらの発生抑制のため
型枠工事の施工精度を上げはつり作業を減少させた。
・紙くず。廃プラスチックの発生抑制のため
工作物養生のために市販の養生資材を使用及び次の現場で転用した。

【目 標】
産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら

排  出  量 1,000.00  t 500,00  t

上記に加え下記の取り組みを予定
・廃プラスチック。金属くずの発生を抑制するため
各現場内のジュース自動販売機の設置中止の検討
・木くずの発生を抑制するため
型枠解体材で再利用できる部材を選別し再利用する。

産業廃棄物の分別に関する事項

している の に る

①現状

。各現場で産業廃棄物の種類を表記した
専用ボックスを設置しそれぞれに分別、保管している。

後分別する予 月町1こ関

②計画

・特に無し



(第 2面 )

の」F出の抑制に関する事項

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

別 紙

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 そ の 他 が れ き 類 ガラスくず及び陶磁器くず

排  出  量 8.16  t 0.00  t

産業廃棄物の種類 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 金  属  く ず
排  出  量 26.02  t 79。 39  t

①現状
産業廃棄物の種類 建 設 汚 泥 紙  く  ず
排  出  量 31.90  t 48.53  t

産業廃棄物の種類 木  く  ず 廃 石 膏 ボ ド

排  出  量 190,72  t 6.97  t

産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )

排  出  量 0.00  t t

②計画

【目 標】
産業廃棄物の種類 そ の 他 が れ き 類 ガラスくず及び陶磁器くず

排  出  量 100.00  t 100.00  t

産業廃棄物の種類 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 金  属  く ず
排  出  量 100.00  t 100.00  t

産業廃棄物の種類 建 設 汚 泥 紙  く  ず
排  出  量 200.00  t 100.00  t

産業廃棄物の種類 木  く  ず 石 膏 ボ ド

排  出  量 100,00  t 100.00  t

産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )

排  出  量 200.00  t t



(第3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら

0.00  t 0.00  t自ら再生利用を行つた産業廃

乗物の量

(これまでに実施した取組 )
。実施していない①現状

【目 標】
産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら

0.00  t 0.00  t自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

・予定なし

【前年度(令和6年度)実績】

の

産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら

0.00  t 0.00  t自ら熱回収を行つた
産業廃棄物の量

0.00  t自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

0.00  t

②計画

①現状
(これまでに実施した取組 )
。実施していない

【目 標】
アスコンがら産業廃棄物の種類 コンクリートがら

0.00  t 0.00  t自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

0.00  t自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量

0.00  t

②計画 ・予定なし



(第4面 )

【前年度(令和6年度)実績】
コンクリートがら アスコンがら産業廃葉物の種類

0.00  t 0.00  t
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた産業廃
棄物の量

①現状 (これまでに実施した取組)
。実施していない

【目 標】
アスコンがら産業廃葉物の種類 コンクリートがら

0.00  t
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

0.00  t

②計画

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

(今後実施する予定の取組)
・予定なし



(第 3面 )

【前年度(令和6年度)実績】

ガラスくず及び陶磁器くず産業廃棄物の種類 そ の 他 が れ き 類

0.00  t 0.00  t自ら再生利用を行つた産業廃

棄物の量

(これまでに実施した取組 )
・実施していない①現状

【目 標】
産業廃棄物の種類 そ の 他 が れ き 類 ガラスくず及び陶磁器くず

0.00  t 0.00  t自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

・予定なし

【前年度(令和6年度)実績】

の

産業廃棄物の種類 そ の 他 が れ き 類 ガラスくず及び陶磁器くず

0,00  t 0.00  t自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量

0,00  t 0.00  t自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

②計画

①現状 た取組 )
。実施していない
(これま

【目 標】
ガラスくず及び陶磁器くず産業廃棄物の種類 そ の 他 が れ き 類

自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

0.00  t自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量

0.00  t

②計画
(今後実施する予定の取組 )
・予定なし

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項



(第4面 )

ヽ 【前年度(令和6年度)実績】

そ の 他 が れ き 類 ガラスくず及び陶磁器くず産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた産業廃

棄物の量

0.00  t 0.00  t

①現状 (

。実施していない

【目 標】
産業廃棄物の種類 そ の 他 が れ き 類 ガラスくず及び陶磁器くず

0.00  t
自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

0.00  t

②計画

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

(今後実施する予定の取組 )
・予定なし



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 金  属  く ず
0.00  t 0.00  t自ら再生利用を行つた産業廃

棄物の量

(これまでに実施した取組)
。実施していない

①現状

【目 標】
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 金  属  く ず産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

0.00  t 0,00  t

・予定なし

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 金  属  く ず
0。00  t自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
0.00  t

業廃棄物の量
自ら中間 り減量した産 0.00  t 0.00  t

②計画

①現状
(これまでに実施した取組 )
・実施していない

【目 標】
産業廃棄物の種類 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 金  属 く ず

0.00  t 0.00  t自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

②計画
(今後冥施する予定の取組 )
・予定なし



(第4面 )

ゝ

【前年度(令和6年度)実績】

金  属  く ず産業廃棄物の種類 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類

0.00  t
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた産業廃
棄物の量

0.00  t

①現状
・実施していない
までに実施した取組 )

【目 標】
産業廃棄物の種類 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 金  属  く ず
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

②計画

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

(今後実施する予定の取組 )
。予定なし



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

建 設 汚 泥 紙   く  ず産業廃棄物の種類

0.00  t 0.00  t自ら再生利用を行つた産業廃
棄物の量

①現状 。実施していない
(これ した取組 )

【目 標】
建 設 汚 泥 紙  く  ず産業廃棄物の種類

0.00  t自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

0.00  t

・予定なし

【前年度(令和6年度)実績】

建 設 汚 泥 紙   く  ず産業廃棄物の種類

0.00  t自ら熱回収を行つた
産業廃棄物の量

0.00  t

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

②計画

①現状
(これまでに実施した取組 )
・実施していない

【目 標】
産業廃棄物の種類 建 設 汚 泥 紙  く  ず

0.00  t自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

0.00  t

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

②計画
(今後実施する予定の取組 )
・予定なし



(第4面 )

ヽ

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 建 設  汚  泥 紙   く  ず
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた産業廃
棄物の量

0.00  t 0.00  t

①現状 で に
。実施していない

【目 標】
産業廃棄物の種類 建 設 汚 泥 紙   く  ず
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

②計画
・予定なし

ノ



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 木  く  ず ド石  膏 ボ

0,00  t自ら再生利用を行つた産業廃
棄物の量

0.00  t

①現状 。実施していない
(これまで した取組 )

【目 標】
ド石  膏 ボ産業廃棄物の種類 木   く  ず

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

0.00  t 0,00  t

・予定なし

【前年度(令和6年度)実績】

木   く  ず ド石  膏 ボ産業廃棄物の種類

0.00  t自ら熱回収を行つた
産業廃棄物の量

0.00  t

自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

②計画

①現状 でに実施した取組 )
。実施していない

【目 標】
産業廃棄物の種類 木  く  ず ド石  膏 ボ

0.00  t自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

0.00  t

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

②計画
(今後実施する予定の取組 )
・予定なし



(第4面 )

【前年度(令和6年度)実績】

木  く  ず ド石 膏 ボ産業廃棄物の種類

0.00  t 0.00  t
自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた産業廃
棄物の量

①現状 (これまでに実施した取組)
。実施していない

【目 標】
産業廃棄物の種類 木  く  ず ド石  膏  ボ

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

0.00  t 0.00  t

②計画

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

(今後実施する予定の取組)
・予定なし



(第 3面 )

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )
自ら再生不可用を行つた産業廃

棄物の量
0.00  t t

①現状
た取組 )

。実施していない
(これ

【目 標】
産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )
自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

0.00  t t

る予
。予定なし

【前年度 (令和6年度)実績】

の

産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )
自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
0.00  t t

t
自ら中間処理により減量した産
業廃棄物の量

0.00  t

②計画

①現状 た取組 )
。実施していない
(これ

【目 標】
産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )
目ら熟回収を行う
産業廃棄物の量

0.00  t t

自ら中間処理により減量する産
業廃棄物の量

0.00  t t

②計画
(今後実施する予定の取組)
・予定なし



(第4面 )

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた産業廃
棄物の量

0.00  t t

(これまでに実施した取組)
。実施していない

①現状

【目 標】
産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )

t

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産業廃棄物の量

0.00  t

②計画

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

(今後実施する予定の取組)
・予定なし



(第 5面)別紙有

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 ンクリートがら アスコンがら

全処理委託量 754.40  t 106.16  t

優良認定処理業者への処理
委託量

0.00 t 0.00 t

再生利用業者への処理委託
量

754,40  t 106.16  t

認定熱回収業者への処理委
託量

0.00 t 0.00 t

①現状
認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託

量
0.00  t 0.00  t

・コンクリートがら・廃アスファルト木くず。紙くず。金属くずは、
再生できる業者に委託する。
・廃プラスチンク類を焼却処理する場合は、
熱回収の認定を受けた業者に委託する。

②計画

【目 標】

産業廃棄物の種類 コンクリートがら アスコンがら

全処理委託量 1,000.00  t 500.00  t

0.00  t 0.00  t

1,000.00  t 500.00  t

0.00  t 0.00  t

0.00  t 0.00  t

※事務処理欄



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 その他がれき類 ス・陶磁器くず

全処理委託量 8.16  t 0.00 t

優良認定処理業者への処理
委託量

0,00  t 0,00 t

再生利用業者への処理委託
量

8.16  t 0.00  t

認定熱回収業者への処理委
託量

0.00  t 0,00 t

①現状
認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託

量
0.00  t 0.00  t

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 その他がれき類 ガラス・陶磁器くず

全処理委託量 100,00  t 100.00  t

0.00  t 0.00  t

100.00  t 100,00  t

0,00  t 0.00  t

0.00  t 0.00  t

※事務処理欄



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック ず

全処理委託量 26.02  t 79.39  t

優良認定処理業者への処理
委託量

0.00  t 0.00  t

用業者への処理委託
量

26.02 t 79,39 t

認定熱回収業者への処理委
託量

0.00 t 0.00  t

①現状
認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託

量
0.00  t 0.00  t

②計画

【目 標】

産業廃棄物の種類 廃プラスチック 金属くず

全処理委託量 100.00  t 100.00  t

0.00  t 0.00  t

100.00 t 100.00  t

0.00  t 0.00  t

0.00  t 0,00  t

※事務処理欄



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 建設汚泥 ず

全処理委託量 31,90  t 48.53 t

優良認定処理業者への処理
委託量

0.00  t 0.00 t

再生利用業者への処理委託
量

31.90  t 48.53 t

認定熱回収業者への処理委
託量

0.00  t 0.00 t

①現状
認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託

量
0.00  t 0.00  t

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 建設汚泥 紙くず

全処理委託量 200.00  t 100.00  t

0.00  t 0,00  t

200.00 t 100.00  t

0.00  t 0,00  t

0.00  t 0.00  t

※事務処理欄



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令不口6年度)実績】

産業廃棄物の種類 ず 廃石膏ボード

全処理委託量 190.72 t 6.97  t

優良認定処理業者への処理
委託量

0.00 t 0.00 t

再生利用 190.72 t 6.97 t
量

認
0.00 t 0.00  t

①現状
託 量

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託

量
0.00  t 0.00  t

②計画

【目 標】

産業廃棄物の種類 木くず 廃石膏ボード

全処理委託量 100,00  t 100.00  t

0.00  t 0.00  t

100.00  t 100.00  t

0.00  t 0.00  t

0.00  t 0.00  t

※事務処理欄



産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度(令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )

全処理委託量 0,00  t t

優良認定処理業者への処理
委託量

0.00  t t

再生利用業者への処理委託
量

0.00  t t

認定熱回収業者への処理委
託量

0.00 t t

認定熱回収業者以外の熱回
収を行う業者への処理委託

量
0,00  t t

②計画

【目 標】

産業廃棄物の種類 混 合 (管 理 型 含 む )

全処理委託量 200.00  t t

0.00  t t

200.00  t t

0.00  t t

0.00  t t

※事務処理欄



(第6面 )

備考

1

2

3

前年度の産業廃棄物の発生量が1,00oトン以上の事業場ごとイこ1枚作成すること。

当該年度の6月 30日 までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成
工事高(前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規模
が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する
までの一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中間処理
を行うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間処理を行うこ
とによって減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとイこ、全処理委託量を記
入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条
の■第2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第 1項の認定を受けた者)である処理業者への
焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者への焼却処理委託
量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と
記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の種類が3以上
あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した
別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の人 (第人条の四の五関係)

(第 1面 )

長崎県知事 大石 賢吾 殿
¬P856-0015

提淫者所豪景套蓬‐誓尋翠藁整
氏 名  代表取締役 菅 野 谷  心
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電言舌摺酢妄身
 TEL0057-50,8958 FAX0957-58-8959

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

應夕午と力/日
産業廃棄物処理計画書

澪ザト菰みん。とぜャ子ンや卜牛た事 業 場 の 名 称

芥耳可押ツパ
のすγク缶一/事 業 場 の 所 在 地

々守卑/舟 /日 定浄キd月せ/鳳～計 画 期 間

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

 ヽ /

①事 業 の 種 類
( ,

②事 業 の 規 模

諏

,

③従 業 員 数

]L:|ド ュヽ〔「′

ィエ人
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立ふゴ綱市′ιびt立ユ ,れ,
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④産業廃棄物の一連
の処理の工程

黙 ヽ

(日本産業規格 A列 4番 )
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(第 2面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

① 現状 (これまでに実施した醐

【目標】

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

産業廃葉物の分別に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)
①現状

②計画
(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



(第 3面 )

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

t
自ら再生不1用を行つた

産業廃棄物の量
t

(これまでに実施した取組)

① 現状

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 く く げ
ti

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量 97 t t

(これまでに実施した取組)

蘇烙衛4 Tr+がN半しrミ r卜
料をつ作の解とみP井2におし王

強 盪1今 tι力 Itン先
次

'μ

″係(′ρ
~を
耳今つ

【目標】

産業廃棄物の種類 ⊂す
山

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量 ,さ
~μ

t t

(今後実施する予定の取組)

孝た僻 やlι
俯
馨
t`しτミオフ

ιり浄生の〉影 レ ι←″争tt

ぅ醒:1蕗 lミ 浮t'μP終夕を亨みρ



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

① 現状

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t

●　

　

ｔ

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 がれと縁

全 処 理 委 託 量 2γ∂/＼ つTt t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 ,とた7 t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 工θ
'身
/9
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

を 嘩
い
狂
争
F鯨
加 すさみ痺粋

たけ



(第 4面 )

【前年度 (令和o年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃葉物の量

t t

① 現状

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

(今後実施する予定の取組)

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類
ホ
くと
Tム

>IP(ι ∂ι t t

と、命θ
t t

工/久 呼▲ t t

t t

t t

全 処 理 委 託 量

① 現状

②計画

産業廃棄物の処理の委託に る事項

嫁た誨幹が絲 dt陸孝ツ
'印

ガ生み常淘ケA材瑚守々っ

(これまでに実施した取組)



(第 4面)

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃葉物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

(これまでに実施した取組)

① 現状

【目標】

産業廃棄物の種類

ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 え力朱争′々椴
全 処 理 委 託 量 ク2こか t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 ◆立ゝか t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

塚汐館手ぜ堪ηⅢ解多期ι坪夢て
t彬羊かり甲

'9



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

① 現状

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた t t

産 業 棄物の量

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う t t

②計画 産 廃棄物の量

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 乞箔

全 処 理 委 託 量 学∂、とす t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 とr∂、な市
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

熱回収を行う業者への t t

処 理 委 量

(これまでに実施した取組)

膨殉及a孵拶 修しで媒 専甲と駒
~けゼ
｀
生1孝粥1協モ砂卜

9'1ヽ



(第 4面 )

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

t

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

t

(これまでに実施した取組)

① 現状

【目標】

産業廃乗物の種類

t

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃葉物の量

t

(今後実施する予定の取組)

②計画

自ら行う産業廃葉物の埋立処分又は海洋投八処分に関する事項

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 掏
ヾ
巧入、

全 処 理 委 託 量 O工＼二 t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 ヌ、7 t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 命ヽF t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

著症哲

“

″環と,ポμηあつ均晩IIう舞 ね
てく拶μ10み



(第 4面 )

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

① 現状

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃案物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃葉物の種類 然武み&と OW
全 処 理 委 託 量 ユ_7 t t

優良認定処理業者
^の

処 理 委 託 量 《― t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 θ
_?

t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

%助訥貌本が■
生し

'拶

幹甲
を呼 せ
｀
さ

'多

1溜争A拶滲骨|



(第 4面)

【前年度 (令和o年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

① 現状

(これまでに実施した取ホ且)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

(今後実施する予定の取組)

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃葉物の種類 灘蔚 載ご―卜
W

>メ D(γ t t

tド十 t

t>t? t

t t

全 処 理 委 託 量

t t

① 現状

②計画

浮
看
働今幹ギ
1牛
J【

煙 乳
癬境
―`とを轄 ふや濤。み。

ι

(これまでに実施した取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃葉物の種類
/ィ
(4イ

!

全 処 理 委 託 量 >1浄 、ム∂と》t t

優良認定処理業者入の

処違 委 託 量 恐_争a  t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 》r∂ ＼∂夕ι
)
t t

認定熱回収業者への

狸理委 託 畢
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(今後実施する予定の取沐且)

象れ酸イ牛が来
上ttt t及靡物を舟後4ら率学者叩閣碑

※事務処理欄



(第 5面)

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 クタ(b t t

t t

クメ(ろ
t t

t t

t t

(今後実施する予定の醐

捩左酷件分業
柱tえ娘藻物を舟後

いユら穿学者早卜観亨み

※事務夕と理欄



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 瀞
全 処 理 委 託 量 ∂ヽ ιtt t t

優良認定処理業者入の

処 理 委 託 量 t/ジ あヽす t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(今後実施する予定の取糸且)

ち7野稚イトが深釧
よ卜凛靡物を舟げユら穿学者幹聰亨

各

※事務処理欄



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 →条ヽ陶海務イ
|

全 処 理 委 託 量 ◆ユー> t t

>ι、7 t t

←_声 t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

劫 般 件
乙工 れ 確 藻班 舟げ ユ

ら率学者入,聰弾

※事務処理欄



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 納 離く望生と i

全 処 理 委 託 量
》
_7

t t

算
t t

P(7 t t

t t

t t

(今後実施する予定の取糸且)

ゎ 搬 件 燕
議 これ藻粧 舟げ ユら穿才考

入,聰亨各

※事務処理欄



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 胸玲 oi工 '

苗

;

全 処 理 委 託 量 >ェ∂、7 t t

/ μ t t

ユ
_| 7

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取沐且)

劫 斜 件燕
議 これ藻班 舟ヴユち穿才考叩聰弾

※事務処理欄



,r

(第 5面)

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 が然と
'玖全 処 理 委 託 量 斗 ν/〕 汐7t t

⇔るζ-7 t t

)沙♪t/7 t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

線み酵件乙
Ц
氷出来墓靡物を和ガユら字芽考幹聰亨み

※事務処理欄



様式第二号の人 (第人条の四の五関係)

(第 1面)

提出者 全国農業協同組合連合会長崎県本部
大村果汁工場

住 所  長崎県大村市宮の原 2丁目704
氏 名        工場長 中尾 真仁
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号    0957-55-1111

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令不日 7年 6月   6日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

全国農業協同組合連合会長崎県本部 大村果汁工場事 業 場 の 名 称

長崎県大村市富の原 2丁目704事 業 場 の 所 在 地

令不日7年 4月 1日 ～令不日8年 3月 31日計 画 期 間

[10]飲 料 。たばこ・飼料製造業①事 業 の 種 類

2502百 万円②事 業 の 規 模

65名③従 業 員 数

別添  図 廃棄物処理フローシー ト (現状) 参照④産業廃棄物の一連

の処理の工程

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

~   J I ,,  
‖

(日本産業規格



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

排   出  量 1, 856t t

① 現状
(これまでに実施した取組)

汚泥の脱水により排出量を抑制した。

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

排   出  量 2, 690t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

これまで同様、汚泥の脱水による排出量の抑制に努める。

産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

①現状

工程毎に発生したものを、それぞれ分別・保管する。

別添 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項
表 3産業廃棄物の種類別発生 。処理状況 (令和 6年度)参照

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

特になし。
②計画



(第 3面 )

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

tt
自ら再生不1用を行つた

産業廃棄物の量

(これまでに実施した取組)

特になし

① 現状

【目標】

産業廃棄物の種類

tt
自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組)

特になし

②計画

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

汚泥産業廃棄物の種類

tt
自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量

t455t自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量

(これまでに実施した取組)

汚泥の脱水により排出量を抑制した。

① 現状

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

tt
自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量

t600t自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組)

これまで同様、汚泥の脱水による排出量の抑制に努める

②計画

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t

① 現状

(これまでに実施した取組)

特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t

②計画

(今後実施する予定の取組)

特になし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和6年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

全 処 理 委 託 量 別紙のとお り t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
別紙のとおり t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

産業廃棄物処理委託先の現地確認



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り

全 処 理 委 託 量 別紙のとおり t t

t t

別紙のとお り t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

これまで同様、処理委託先の現地確認を行う。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼去口処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



発生源 廃 棄 物

図 廃棄物処理フローシート(現状)

廃棄物処理の流れ 委託処理部分の範囲

処 理 ・ 処 分

限 造フローシート図1]

ローシート図4]

卜図 2]
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1,140.Ot/年

再生利用(堆肥化)
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破砕・埋立
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26.Ot/年
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0.0
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α)蛍光管

(a.b)植物性残さ

(e)原料容器等

Ot/

26.Ot/年

2.Ot/年

86.Ot/年

33.0

排水処理工程

製造工程

品質管理工程

ローシート図3] 569.Ot/年 114 t/年



(茶・コーヒー飲榊
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紙くず

植物性残さ

茶粕・コーヒー粕

洗浄水

ビン類

廃プラ類

紙くず 紙くず

図1.紙飲料製造フローシート

図2.原料用果汁製造フローシート

図3じ F水処理フローシート

出

荷

製

品

倉

庫

箱

詰

め

充

填

冷

却

排水処理工程ヘ

殺

菌

調

合

調

合

抽

出

純

水

原料

原料

出荷

製品原料冷蔵庫

冷凍庫

ドラム詰

ドラム詰冷却

冷却

濃縮

殺菌

精製搾汁

みかん袴汁粕

びわ搾汁粕

洗浄選 別原料

放流

脱水汚泥

消毒槽

汚泥脱水施設

沈澱槽濃縮槽曝気槽貯留槽原水槽排水

製品 (分析 )半製品 (分析 )原料 (分析 )品質管理 (QCl 試薬使用残

(試薬による分析)
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別添

1.産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(1)責任者及び管理組織図

統括責任者
所  属

職・氏名

全国農業協同組合連合会長崎県本部大村果汁工場

工場長 中尾 真仁

廃棄物担当者

組 織 名 業務グループ

職・氏名 業務グループリーダー 中尾 真仁

組織人数  8名

役

害J

工場環境管理委員会

○廃棄物処理に関する検討

廃棄物の発生抑制・再生利用・中間処理・適正処理の推進・計画的

な廃棄物の管理運営を行う上で必要な事項を検討する。

・委員長―工場長  ・委員一関連部署GL・審査役・副審査役。調査役
。事務局一業務グループ

廃棄物処理統括責任者

○廃棄物処理方針策定

○工場の産業廃棄物管理規定の策定・改廃

O廃棄物処理に関する各種事項の決定。承認

廃棄物管理担当者

○廃棄物処理計画の作成

○廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

○産業廃棄物処理施設の運転・維持管理状況の把握

○処理業者・再生利用業者の調査・樫定及び管理

O委託契約の締結

○産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物管理票の交付・管理

O監督官庁への各種報告

O従業員・関連会社に対する教育・啓発

○その他関係する事項

廃棄物管理組織

工場長(廃棄物処理統括責任者)

工場環境管理委員会

廃棄物処理

担当者

品質管理グループ

廃棄物管理

責任者

業務グループ 製造グループ

産業廃棄物
処理責任者
技術管理者

廃棄物処理

担当者

各生産ライン

関連会社



(2)管理体常Jの ;負化

①管理体制(組織)

工場内の各部署と協力して、廃棄物処理に対応するための横断的な組織(大村果汁工場環境管

理委員会)を設置する。この組織には、工場長の常時参加及び品質管理部門の参画を図る。

②管理方法

廃棄物管理規定及び廃棄物化回避のための製品設計規定の作成について検討する。

(3)教育・研修

発生する廃棄物の種類・発生状況・処理方法・処理に関する留意事項を整理し、従業員に定期

的に教育・研修等を行う。

O管理職環境管理研修

調査役以上の職員を対象として、工場等において発生する産業廃棄物の管理、工場等において

排出される排ガスや排水の管理に係る法制度について、改正が行われる毎に実施する研修制度

O廃棄物処理基礎研修

全ての従業員及び関係業者を対象として、廃棄物関係法令
。関係官庁の指導方針を周知・徹底

するための教育・研修制度

O廃棄物担当者実務研修

各製造ラインにおける廃乗物担当者を対象として、廃棄物の取扱いの実務研修制度

(4)情報公開

廃棄物処理に関する信頼性を確保するため、廃棄物の発生・分別・再生利用状況について情報

の公開に努める。

2.廃棄物の処理に関する事項

(排出の抑制・分別・再生利用に関する事項を含む)

(1)基本的事項

①産業廃棄物の適正処理を確保するため、関連する法令、その他の規則を遵守するとともに行政

の環境対策に協力する。

②発生した産業廃葉物は自ら処理する事を原則とし、処理業者に委託する場合であつても、収集

運搬から処分に至るまで確認し的確に管理する。

③最終処分量の削減。再生利用量の拡大等について数値目標及びその達成時期を定め実施する。

また、これら処理に関する目標及び計画は、定期的に必要な見直しを行う。

④廃棄物の処理について次に掲げる事項を実施し、また関連会社にも必要な指導を行う。

発生抑制     ・工程内リサイクルを推進する。
・発生抑制を考慮した製造方法を検討する。

再生利用     ・資源化、燃料利用を推進する。
・再生利用ルートを確保する。

中間処理     ・脱水処理効率の向上等による中間処理を推進する。

その他      ・処理内容を確認し、処理業者と適正な委託契約を締結する。

・特別管理産業廃棄物の適正処理を確保する。



(2)廃棄物処理の現状

①当工場から発生する産業廃棄物は、原料用果汁の搾汁に伴い発生する植物性残澄のみかん搾汁粕、

びわ搾汁粕、清涼飲料水の製造過程で発生する植物性残湾の茶粕・コーヒー粕と排水処理工程からの

汚泥 (有機性汚泥)等である。

これらの発生量は1,856t/年であり、そのうち植物性残澄が1,173t/年(63%)、 汚泥が569t(31%)

を占めている。この他木。紙くず、廃プラ類、ガラスくず合計で114t(6%)発生している。

当工場から委託処理される産業廃棄物は再生利用が1,398t(飼料1,008t、 堆肥化279t、 原料11lt)、

焼却・埋立処分等3tである。

表2.産業廃棄物処理の内訳(令和6年度実績)

再生利用量 中間処理量 中間処理後残さ 最終処分量

1,398t 455t 114 t Ot

②産業廃棄物の種類別発生・処理状況。廃葉物処理フローシート、廃棄物処理施設の設置状況、

産業廃棄物の種類別性状の説明、産業廃棄物処理の課題は以下のとおり。



表3産業廃棄物の種類別発生・処理状況(令和6年度実績)

廃棄物の種類

発生源

[
フロー

シート図 〕
性状

(基準量)

t/年

[構成比 ]

処理方法(現状の工程 )

一凡例―

(中 ):中 間処理

○ :自 己処理

(最):最終処分

● :委託処理

植

物

性

残

さ

(a)茶粕

(b)びわ粕

(c)原料用搾
汁粕

紙飲料工程

図1
生粕状

生粕状

生皮状

33

[    2%    ]

8

00/0 ]

1,132

[  610/0  ]

茶粕を堆肥化 ●

びわ粕を堆肥化0

再生利用(堆月巴化)0(

再生利用(飼料)0(

124  t/年 )

1,008t/年 )

紙飲料工程

図2

原料果汁工程

図2

汚
泥
(d)有機性汚
泥

排水処理工程

図 3
泥状

569

[   310/0  ]

汚泥を脱水(中 )○

455 t/年  ⇒  114 t(脱水後)

有機性汚泥を再生利用(堆肥化)(中)●

紙
く
ず
(e)紙容器

紙飲料工程

図1 固体

26

[ 10/0 ]

再生利用(売却)

木
く
ず

①パレット石皮
損

工場全体

固体状

2.0

[  0.10/o ]

破砕 (中)0

ハ
イ
プ
ラ
類

(g)シャーレ

(h)プラスチッ
ク類

微生物検査

紙飲料工程

図1

固体状

固体状

3

[  0,10/o  ]

88

[   40/0   ]

シャーレを焼却(中)●

香料等の使用済みプラ容器を焼却後

原料として再利用●

ガ

ラ

ス
く
ず

(i)ビン類 紙飲料工程

図1

固体状 0

[  0.0%  ]

香料等の使用済みビンを破砕(中)0

合  計

1,856

[  1000/o  ]



表4産業廃棄物の種類別性状の説明

表5産業廃棄物処理の課題

(3)目 標の設定

〕F出量が多い植物性残さについては、スクリュープレスによるりF出量の抑制が可能であることから

産廃の減量を検討している。

(a)茶粕 茶飲料製造時の抽出後に発生する植物性残さである。

(b)コーヒー粕 コーヒー飲料製造時の抽出後に発生する植物性残さである。

◎原料用搾汁粕 原料用果汁の製造時にみかん及びびわを搾汁した後に発生する植物性残さである。

(d)汚泥 工場内で発生したり,水を処理する際に発生する汚泥を脱水処理したものである。

(e)紙容器 原材料等の容器で再生紙・熱回収等になる。

(Dパレット破損 パレット等の破損時に発生する木屑`で、再生利用。再生紙原料となる。

(g)シャーレ 製品の微生物検査に使用したプラスチックシャーレである。

(h)プラスチック類 原材料使用後に発生したプラスチック容器類である。

(i)ビン類 製品の製造に使用した香料等の使用済ガラス容器類および瓶製品の空瓶である

発生抑制 みかんの搾汁量が年々減少することにより発生の抑制を図る。

しかし、生産状況 (表。裏)や市況により搾汁量が大きく変わる要因あり。

再生利用 ①再利用可能な原材料容器の導入

②植物性残さについては、水分量の調整を行うことで再生利用の推進を行う。

中間処理 発生量の多い植物性残さについては、水分量の調整(脱水・乾燥)機械の導入に

よりつF出量の抑制を図る。

その他 委託業者との処理方法についての情報交換を行うことにより効率化を図る。



(4)産業廃棄物処理施設の設置状況

当該工場における産業廃棄物処理施設の設置状況を表6に示す。現在汚泥の脱水施設は

有機性汚泥の脱水施設が1施設である。

表6産業廃棄物処理施設の設置状況

注)廃棄物処理フローシート(図 5)の汚泥脱水施設の更新

(5)廃棄物の処理に係る情報の収集。管理

定期的に廃棄物関係法令や廃棄物処理技術について情報を収集及び取り纏めを行い、

各従業員に提供する。

(6)中長期的課題

①環境管理・監査システムの導入構築

lS022000システムを参考に工場での管理・監査システムを構築

②自主管理基準の設定

工場における自主的な管理基準を設定し、環境管理レベルの向上を図る。

③環境に係る社会活動への積極的な参加

環境に配慮した製品等の開発など環境イベントの参加
。協力を積極的に進める。

施設名
処理対象

産業廃棄物
処理方法

処理能力

(脱水前)
設置年月日 設置場所

汚泥の脱水施設 1 汚泥 多重円盤方式 33t/日 H,24.10.5 工場内



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

2025(令和7)年 6月 23日  

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                     

住 所 長崎県長崎市元船町14番10号      

氏 名 セキスイハイム九州株式会社 長崎支店 

営業部長 山添 秀利 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

  電話番号 095-826-0816             

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  セキスイハイム九州株式会社 長崎支店 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県長崎市元船町14番10号 

計 画 期 間  2025(令和7)年4月1日～2026（令和8）年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 総合工事業 

②事 業 の 規 模 資本金3億円、売上高389億円（いずれも全九州において） 

③従 業 員 数  全九州429名(内長崎支店50名) 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 

 

新築・解体廃材 

          ↓ 

委  託  処  理 （ 中 間 処 理） 

 ↓           ↓ 

委託処理（再中間処理）    委託処理(安定型埋立) 

        ↓ 

委託処理再生（ｱｽｺﾝ・廃ﾌﾟﾗ・木くず・紙くず・繊維くず・金属くず・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 

・石綿含有産廃物・太陽光・水銀使用製品産廃物・ガラス・陶磁器くず 

 

 

(日本産業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

排 出 量 別紙のとおり 別紙のとおり 

（これまでに実施した取組） 

工場生産化率80％の住宅であり、そこから出荷される工場出荷部材

の余剰部材・部品を調査し余剰材がイコール廃棄物とならぬように

出荷量の見直しを行った。 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

排 出 量 別紙のとおり 別紙のとおり 

（今後実施する予定の取組） 

設計図書(工場へ送付の生産図面)の精度をさらにUPする事により余

剰部材の削減効果を狙う。また、現場施工において接合部材・電気

部材の余剰材の調査行う事により工場出荷部材量の見直し・削減を

行う。また、令和7年度の売上計画は前年度より、分譲地での建築増

加に伴い、解体工事の減少により上記の施策実施を徹底する事によ

り廃棄物の抑制を行っていく予定である。 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

現状は12品目に分類しておりこのまま継続とする。 

 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

現状と同じ 

 

本社 ⾧崎支店

⾧崎営業部

技術・CS部

設計課

工事課【廃棄物排出】

内務課【産廃物担当】

デザイン課

経営管理部



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 - - 

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 - - 

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 - -    

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

 

 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 - - 

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】 

産業廃棄物の種類 - - 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 - - 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和６年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

全 処 理 委 託 量 別紙のとおり 別紙のとおり 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
別紙のとおり 別紙のとおり 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
別紙のとおり 別紙のとおり 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
別紙のとおり 別紙のとおり 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

別紙のとおり 別紙のとおり 

（これまでに実施した取組） 

工場生産化率80％の住宅であり、そこから出荷される工場出荷部材

の余剰部材・部品を調査し、余剰材がイコール廃棄物とならぬよう

に出荷量の見直し活動を定期的に行っている。 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり 

全 処 理 委 託 量 別のとおり 別紙のとおり 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
別紙のとおり 別紙のとおり 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
別紙のとおり 別紙のとおり 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
別紙のとおり 別紙のとおり 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

別紙のとおり 別紙のとおり 

（今後実施する予定の取組） 

全量全て委託であり、直接の関与はできないが、排出事業者として

委託先への定期報告を義務付けし、再生できるものは再生し、サー

マル利用等を推進していく。 

 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する

こと。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請

完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自

ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、

自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入

すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委

託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託

量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認

定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収

を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入する

こと。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙

のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、

当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき

事項がないときは、「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 



長崎県：様式第二号の八（第２面・第５面）別紙 セキスイハイム九州株式会社長崎支店

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項及び、産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【令和６年度（２０２４年度）実績】

①廃プラス
チック

②紙くず・ダ
ンボール

③木くず・伐
採材

④金属くず
⑤ガラス・コン
クリート・陶磁
器くず

⑥石膏ボード
⑦がれき類・
コンクリート破
片

⑦アスファル
ト・コンクリー
ト(再生可）

⑧安定型建
設混合廃棄
物

⑨繊維くず
⑩石綿含有
産業廃棄物

⑪水銀使用
製品産業廃
棄物

⑫太陽光 混合廃棄物 合計

79.415 50.7 177.89 14.036 10.3 26.84 834.276 8 0.026 36 1.48 0 0 0.598 1239.561

79.415 50.7 177.89 14.036 10.3 26.84 834.276 8 0.026 36 1.48 0 0 0.598 1239.561

優良認定処理業者へ
処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

再生利用業者への処
理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

認定熱回収業者への
処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

認定熱業者以外への
熱回収を行う業者へ
の処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【令和７年度（２０２５年度）計画】

①廃プラス
チック

②紙くず・ダ
ンボール

③木くず・伐
採材

④金属くず
⑤ガラス・コン
クリート・陶磁
器くず

⑥石膏ボード
⑦がれき類・
コンクリート破
片

⑦アスファル
ト・コンクリー
ト(再生可）

⑧安定型建
設混合廃棄
物

⑨繊維くず
⑩石綿含有
産業廃棄物

⑪水銀使用
製品産業廃
棄物

⑫太陽光 混合廃棄物 合計

75 40 150 14 10 20 600 5 0.1 25 1 0 0 0.3 940.4

75 40 150 14 10 20 600 5 0.1 25 1 0 0 0.3 940.4

優良認定処理業者へ
処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

再生利用業者への処
理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

認定熱回収業者への
処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

認定熱業者以外への
熱回収を行う業者へ
の処理委託量

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

全処理委託量

産業廃棄物種類

排出量（ｔ）

全処理委託量

産業廃棄物種類

排出量（ｔ）


